
亀 山 市 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス ワ ク チ ン 接 種 室 設 置 規 則 を こ こ に 公 布

す る 。  

  令 和 ３ 年 ２ 月 １ 日  

亀 山 市 長  櫻  井  義  之  

亀 山 市 規 則 第 ６ 号  

 

亀 山 市 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス ワ ク チ ン 接 種 室 設 置 規 則  

 

（ 設 置 ）  

第 １ 条  市 に お け る 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス ワ ク チ ン の 接 種 を 迅 速 か つ

効 率 的 に 行 う た め 、 亀 山 市 事 務 分 掌 規 則 （ 平 成 ３ ０ 年 亀 山 市 規 則

第 ５ 号 ） 第 １ ７ 条 の 規 定 に 基 づ き 、 長 寿 健 康 課 に 新 型 コ ロ ナ ウ イ

ル ス ワ ク チ ン 接 種 室 （ 以 下 「 室 」 と い う 。 ） を 置 く 。  

（ 所 掌 事 務 ）  

第 ２ 条  室 の 所 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  

（ １ ） 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス ワ ク チ ン の 接 種 体 制 の 確 保 に 関 す る こ と 。  

（ ２ ） 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス ワ ク チ ン の 接 種 に 関 す る こ と 。  

（ 職 制 ）  

第 ３ 条  室 に 室 長 を 置 く 。  

２  前 項 に 定 め る も の の ほ か 、 室 に 主 幹 、 主 任 主 査 、 主 査 、 主 任 主

事 及 び 主 事 を 置 く こ と が で き る 。  

（ 職 務 ）  

第 ４ 条  室 長 は 、 長 寿 健 康 課 長 の 指 揮 監 督 を 受 け 、 お お む ね 次 の 職

務 を 行 う 。  

（ １ ） 室 の 分 掌 事 務 の 執 行 計 画 を 樹 立 し 、 こ れ を 実 施 す る た め 所 属

職 員 を 指 揮 監 督 す る こ と 。  

（ ２ ） 長 寿 健 康 課 長 に 対 し 、 分 掌 事 務 に 関 す る 報 告 又 は 意 見 を 具 申

す る こ と 。  

（ ３ ） 室 の 事 務 の 管 理 及 び 改 善 を 行 う こ と 。  

２  主 幹 、 主 任 主 査 、 主 査 、 主 任 主 事 及 び 主 事 は 、 上 司 の 命 を 受 け



て 、 特 定 の 事 務 又 は 一 般 の 事 務 を 分 担 処 理 す る 。  

 （ 室 長 の 専 決 事 項 ）  

第 ５ 条  室 長 は 、 第 ２ 条 に 規 定 す る 事 務 に つ い て 、 亀 山 市 事 務 決 裁

規 程 （ 平 成 １ ７ 年 亀 山 市 訓 令 第 ２ 号 ） 別 表 の 共 通 専 決 事 項 に 掲 げ

る 事 項 の う ち の 課 長 の 専 決 事 項 そ の 他 そ れ ら に 準 じ た 事 項 を 専 決

す る 。  

 （ そ の 他 ）  

第 ６ 条  こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 は 、 市 長 が 別 に

定 め る 。  

附  則  

 こ の 規 則 は 、 令 和 ３ 年 ２ 月 ８ 日 か ら 施 行 す る 。  


